
ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

23
年
間
に
わ
た
り
地
域
振
興

に
寄
与
し
て
参
り
ま
し
た「
チ
ャ

リ
テ
ィ
コ
ン
サ
ー
ト
実
行
委
員

会
」
よ
り
、
福
島
町
の
教
育
・

文
化
発
展
の
た
め
活
用
さ
れ
る

よ
う
に
と
、
６
万
17
円
の
寄
付

が
あ
り
ま
し
た
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
総
務
防
災
係

　

☎
４
７-

３
０
０
１

公
営
住
宅
の
申
込
み
は

建
設
課
ま
で

　

現
在
、
福
島
町
の
公
営
住
宅

に
は
空
き
が
あ
り
ま
す
。

　

申
込
み
希
望
が
ご
ざ
い
ま
し

た
ら
建
設
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

■
申
込
み
資
格

・�

世
帯
全
員
の
政
令
月
収
が
十

五
万
八
千
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

※�

高
齢
者
や
就
学
前
の
子
供
等

が
居
る
方
は
裁
量
階
層
（
二

十
一
万
四
千
円
以
下
）
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・�

税
金
等
の
滞
納
が
無
い
こ
と
。

・�

世
帯
に
暴
力
団
員
が
居
な
い

こ
と
。

・�

入
居
時
に
福
島
町
に
住
所
を

有
し
て
い
る
こ
と
。

・
基
本
的
に
持
ち
家
の
無
い
方
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
建
築
係

☎
４
７-

３
０
０
６

北
海
道
胆
振
東
部
地
震
に
係
る

被
災
地
へ
の
職
員
派
遣
に
つ
い
て

　

北
海
道
よ
り
災
害
応
援
等
協

定
に
基
づ
く
派
遣
要
請
が
あ
り
、

９
月
26
日
（
水
）
か
ら
10
月
１

日
（
月
）
ま
で
、
厚
真
町
へ
３

名
の
職
員
を
派
遣
し
ま
し
た
。

　

厚
真
町
で
は
、
罹
災
証
明
及

び
被
災
証
明
交
付
等
の
事
務
を

行
い
、
人
的
支
援
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
総
務
防
災
係

　

☎
４
７-

３
０
０
１

　福島町では、重度心身障がい者に対してタクシー料金の一部を助成しております。
　該当となる方に対して３月に個別に通知しており、申請による手続きを経た上で
ご利用いただいております。
　まだ手続きされていない方がおりましたら、役場福祉課で手続きされますようご
案内いたします。

●利用できるのは？
　函館ハイヤー事業協同組合に所属する小型タク
シー、福祉タクシー並びに福島町の山崎ハイヤー

　【函館バスは、利用できません】
●助成額・交付枚数
　タクシー利用１回につき、当該タクシーに係る運賃
の基本料金。ただし、手帳提示による１割引きを受け
た場合は、その割引の額を差し引いた額（年間36枚）。
　なお、年度途中で受給者となった場合は１か月あた
り３枚の交付となります。

●対象となる方
　町内に住所を有する重度心身障がい者等の方
●対象となる条件
・身体障害者手帳保持者で下肢、体幹障害１～３級
の方・視覚障害１～２級の方、内部障害１級の方

・療育手帳Ａ所持者
●申請に必要なもの
　印鑑、身体障害者手帳
※代理申請も可能です。

問い合わせ先 福祉課　福祉係　☎47-4682

福島町重度心身障がい者等タクシー料金の助成について

函館弁護士会の弁護士が 相談場所 / 福島町役場　２階会議室

午後 1 時～午後 4 時

℡（0138）41－0232 函館弁護士会まで

を行います

　借金・離婚、相続などの家庭問題・不動産・交通
事故・一般民事・刑事事件・犯罪被害・成年後見等
その他の法的トラブル、困り事についても、まずは
お気軽に「弁護士」にご相談下さい。
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